
 

 

（作成）生活安全企画課 

令和５年１１月２８日 

令和５年１１月２１日、下関市居住のＡさん（８０代、女性）方の固定電話に、 

警察官を名乗る男から 

 

 

 

 

 

 

 

と電話があり、その話を信用したＡさんは、キャッシュカード３枚を玄関先に置き、

約３０分後に確認したところ、キャッシュカードがなくなっており、同キャッシュカー

ド３枚をだまし取られました。 

他人に渡さないで！！ 

キャッシュカード や 通帳 を 

〇 ●●病院でＡさん名義のクレジットカードが不正利用されている。 

○ 防犯カメラに犯人の女が映っていて、警察が追いかけている。 

○ 口座からお金が引き出されないように、口座を 

止めないといけない。 

○ 口座を止めるには、キャッシュカードが必要になる。 

○ 警察官がキャッシュカードを取りに行くので、 

キャッシュカードを玄関先に置いてほしい。 

★ 警察官や金融機関職員が、自宅を訪問して、通帳や

キャッシュカードを回収することは、絶対にない！ 

★ ＮＴＴのナンバーディスプレイ、ナンバーリクエスト 

等のサービスを活用して、不審な電話に出ない！ 

★ 暗証番号を他人に教えない！ 

被害に遭わないために 


